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中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局は不正行為等の調査を行っております。

不正行為と判断した場合、交付決定の取消し、補助金の返還請求、IT導入支援事業者の登

録取消を行います。

事務局では、本補助金の交付規程に基づき、IT導入支援事業者及び補助事業者に対して、現地確認を含め

た立入調査を行っております。

交付規程や公募要領への違反が確認された場合、または正当な理由なく立入調査に応じなかった場合は、

交付規程第8条及び第27条に基づき、IT導入支援事業者の登録取消、補助事業者の交付決定の取消し、

事業者名の公表、中小機構が所管する全てのデジタル化・AI導入補助金事業での登録取消、警察への通報

等の措置を取ることがあります。

1. 本事業と同一内容で、国（独立行政法人を含む。）から他の補助金、助成金等の交付を重複して受け

ていた場合。

2. 事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として

不適切な行為を行っていた場合。

3. ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていないなど、補助事業が遂行されていない

場合。

4. 交付申請の手続き等の補助事業者自身が行うべき行為を、当該補助事業者以外が行っていた場合

（なりすまし行為）。

5. ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を、減額又は無償とするような販売方法

（形式・時期を問わず、補助事業者へ実質的に還元を行うもの）、あるいは一部の利害関係者に不当

な利益を供与するような行為を行っていた場合。(以下の例①②を参照)

例① ポイント・クーポン等（換金可能なものを含む）の発行や利用によってITツールの購入額を減額・無償化

し、購入額を証明する証憑に記載された金額と、実質的に支払われた金額が一致しない場合。

例②  ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を、口座振込や現金により申請者へ払い戻すことに

よって、購入額を証明する証憑に記載された金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。

デジタル化・AI導入補助金は不正を絶対に許しません

デジタル化・AI導入補助金では、以下の行為は全て不正であり、犯罪です

現地確認を含めた立入調査を実施しています
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不正関与の認識がありながら補助金を受け取った場合や、補助金受け取り後に不正関与に気づいた

場合等は、後年手続きによる補助金の返還をお願いいたします。

後年手続きについては、P.14及び後年手続きマニュアル（外部のPDFが開きます）をご確認くださ

い。

※各種補助金等の返還手続きを装った詐欺にはご注意ください。

不正に関する情報提供にご協力いただける方は、以下のリンクより回答フォームへお進みください。

https://forms.gle/rmgDCkHuown7x6JD7

ご回答内容を踏まえ、事務局が詳細情報の取得が必要と判断した場合、具体的な情報を提供いた

だくためのフォーマットを別途メールにて送付いたします。受領された方は、案内に従って情報提供

をお願いいたします。

デジタル化・AI導入補助金は不正を絶対に許しません

不正関与の場合、補助金を返還してください

不正に関する情報提供にご協力願います

ご提供いただく情報の取扱い

本事務局は、お預かりした個人情報及び不正に関する情報を、以下の通り適正かつ安全に管理・運用い

たします。

⚫ 個人情報

追加のヒアリングを目的とするなど、連絡手段としてのみ利用いたします。

⚫ 不正に関する情報

適正な補助事業が遂行されているか否かを判定するための、一根拠としてのみ利用いたします。

⚫ 第三者提供

個人情報、並びに不正に関する情報を第三者へ提供することはございません。
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本紙の使い方

•目次のページ数の部分はアンカーリンクになっています。クリックすると該当ページへ飛ぶことが

できます。

•キーボードのCtrl+Fを押すことにより任意のテキストで検索することが可能です。

INDEX
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1. 交付申請とは P０8

2. 交付申請の流れ P1０

3. 交付申請前に行う手続き P11

4. 交付申請時の主な入力項目 P１３

5. 後年手続きの注意点 P１４

交付申請について

3 交付申請システムの入力方法

1. 交付申請システム入力の全体像 P３４

2. 申請マイページへの招待 P３５

3. 申請マイページ開設・交付申請情報の入力① P３９

4. 交付申請情報の入力 ② P６２

5. 交付申請情報の入力 ③ P８５

6. SMS認証・提出 P９７

7. 交付申請を破棄する場合 P９８

2 交付申請に必要な書類

1. 交付申請に必要な書類の概要 P１６

2. 履歴事項全部証明書（法人）の注意点 P20

3. 納税証明書（法人）の注意点 P21

4. 身分証明書（個人事業主）の注意点 P22

5. 納税証明書（個人事業主）の注意点 P23

6. 確定申告書（個人事業主）の注意点 P２４

7. 賃金状況報告シートの注意点 P２６

8. 取引先一覧の注意点 P２９

9. 取引先アカウント一覧の注意点 P３０

10. 取引先ごとの書類添付方法 P３２

4 交付申請時・交付申請後の留意点

1. 通知メールについて P１０１

2. ステータスで交付申請状況を確認 P1０2

3. 不備内容の確認及び不備訂正 P1０3

5 お問い合わせ先 P105
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交付申請について

1

1. 交付申請とは

2. 交付申請の流れ

3. 交付申請前に行う手続き

4. 交付申請時の主な入力項目

5. 後年手続きの注意点
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1-1 交付申請とは(1/2)

交付申請とは、補助金の交付を希望する中小企業・小規模事業者等が、事業計画の策定に

係る事業費等を事務局へ申請することです。

申請者（中小企業・小規模事業者等）とIT導入支援事業者は相談のうえ、必要情報・書類を

揃え事務局へ申請してください。

１ 交付申請について

 デジタル化・AI導入補助金2026において、「IT導入支援事業者（構成員を含む）」に登録されて

いる、又は登録予定の事業者は、補助金の交付を受けられません。

（「ＩＴ導入支援事業者」と「補助事業者」を兼務することはできません。）

 上記両者の重複における同一事業者の認定には、「みなし同一法人」の基準を適用します。

具体には、以下のケースも申請が無効となります。

➢ ＩＴ導入支援事業者の代表者及び役員が他の事業者として交付申請を行う場合

➢ 補助事業者の代表者及び役員が、他の事業者としてＩＴ導入支援事業者の登録申請を行う場合

※昨年度以前の事業にて登録されている場合はこの限りではありません。

 事務局より、代表者等の本人確認資料の提出を追加でご依頼する場合があります。

デジタル化・AI導入補助金２０２６の交付申請期間中、中小企業・小規模事業者（法人・個人事業主）

１事業者につき、申請は１回のみ可能です（交付決定についても同様）。

なお、同一法人であることの認定には、公募要領2-1-2で規定する「みなし同一法人」※の考え方を適用

します。

ただし、一部の申請枠では、同一年度内に異なる枠への重複申請が可能です。詳細は、公募要領3-

2-（４）「申請単位」を参照してください。

※ みなし同一法人とは

以下の場合は「みなし同一法人」と認定され、１社のみでしか申請が認められません。

なお、本補助金の受給を目的に、主要株主や出資比率を変更して申請することは認められません。

①議決権の５０％超を有する親会社が存在する場合

親会社が議決権の５０％超を有する子会社、さらにその子会社が５０％超を有する孫会社・ひ孫会社等

についても同様の基準で判定します。

②同一の個人が、複数の会社においてそれぞれの議決権を５０％超を有する場合

配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者は、全て「同一の個人」として扱います。

※過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の扱いとします。

③代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人の場合

実質的支配者の確認方法は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に基づき判定します。

交付申請は、1事業者当たり1申請のみです
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1-1 交付申請とは(2/2)

１ 交付申請について

申請者には「申請マイページ」、IT導入支援事業者には「IT事業者ポータル」が付与されます。

交付申請を始める際には、申請者はIT導入支援事業者から申請マイページの招待を受け、申請

マイページの開設を行います。

※ 申請マイページ、IT事業者ポータルのご利用はWindows環境でのMicrosoft® Edge®、

Google Chrome の各最新版をご利用ください。上記推奨ブラウザをご利用いただかない

場合、正しい申請情報を提出いただけず、審査が行えません。

※ 締切時間直前は申請マイページへのアクセスが集中します。各種画面の切り替わり、SMS認証

等に伴う接続時間が通常よりも長くかかる可能性があるため、早めにご申請ください。

複数人で同時に手続きを行う場合、編集作業終了時に必ずログアウトしてください

• 編集権限は、「交付申請 申請者情報確認」ページの「次へ」を最初に押した方に付与されます。

別の方が編集を行うためには、現在編集権限を持つ方が「入力完了」ボタンを押すか、ログアウ

トをしてください。

• 編集権限を持つ方が「入力完了」ボタンやログアウト操作をせずにタブやブラウザを閉じてし

まった場合、権限を持っていた本人を含め、誰もが15分が経過するまで、当該交付申請の編

集ができなくなります。 なお、セッションタイムアウトは1時間で設定されております。

本事業の手続きは、全て電子申請にて行います
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1-2 交付申請の流れ

交付申請は以下の流れで行います。申請の手続きは、通常枠、セキュリティ対策推進枠及び

インボイス枠（インボイス対応類型・電子取引類型）全てにおいて共通です。

※一部入力内容が異なります。

「交付決定」を受ける前に、一部でも契約・発注、支払い等を行った申請は、補助金の交付を

受けることができません。

❶ IT導入支援事業者・ITツール選定

申請者がIT導入支援事業者及びITツールを選定し、IT導入支援事業者に見積書の
依頼等をします。

申請者
❷ 交付申請の準備

申請者がGビズIDのアカウント取得など事前に必要な手続きを行います。また、交付申請に
あたって必要な書類及び入力情報を準備します（詳細はP.16～を参照） 。

IT導入支援
事業者

❸ 申請マイページ招待

IT導入支援事業者が申請者を申請マイページに招待します。

招待が完了すると申請者に招待通知が送付されます。

申請者

❹ 申請マイページ開設・交付申請情報の入力①

申請者は、申請マイページ招待通知に記載のURLから申請マイページ開設を行います。基本情
報・財務情報・経営情報の入力、労働生産性の計画数値の入力（セキュリティ対策推進枠のみ） 、
必要書類の添付、申請類型の選択をします。

IT導入支援
事業者

❺ 交付申請情報の入力②

IT導入支援事業者が申請者を申請マイページに招待します。

招待が完了すると申請者に招待通知が送付されます。

申請者

❻ 交付申請情報の入力③ 宣誓

IT導入支援事業者の入力完了後、申請者は申請マイページにログインし、申請要件の確認、賃
金情報の入力、労働生産性の計画数値の入力（通常枠のみ）、申請内容の確認をします。

❼ SMS認証・提出

申請者は、SMS認証による本人確認を行い、交付申請を事務局へ提出します。

事務局

❽ 審査

事務局での審査、外部審査委員会による審査を行います。事務局へ提出された内容に不備等
が見受けられた際は、事務局から訂正を求める場合があります。

❾ 採択・交付決定

審査を経て、事務局が採否を決定し、採択の場合は交付決定となります。
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1-3 交付申請前に行う手続き(1/2)

本事業へ申請するにあたり、事前に以下の手続きを行ってください。

１ 交付申請について

本事業の申請には、「GビズIDプライム」アカウント（ID•パスワード等）が必要です。

「GビズIDプライム」アカウントの取得1 必須

● GビズIDについて

経済産業省及び中小企業庁が推奨する、１つのアカウントで複数の行政サービスを利用できる認証システムです。

（公式サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/）

• 本システムにつながる様々な行政サービスが利用可能になります。（対象サービスは順次拡大予定）

• 利用料金は発生しません。※ただし、将来にわたって無料であることを約束するものではありません。

本事業の申請においては、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」の宣言が要

件となります。

なお、第２回公募以降においては、2026年4月より運用開始のSECURITY ACTION管理システム

において、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行ってい

る場合、申請可能とします。

「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」の宣言2 必須

● SECURITY ACTIONについて

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が創設した、中小企業・小規模事業者等が自ら情報セキュリティ対策に取り組む

ことを自己宣言する制度です。

本事業では、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」の宣言を要件としています。

交付申請の作成時には、宣言済みの「アカウントID」の入力が必要です。

「IT戦略ナビwith」の実施(実施による加点あり)3 任意

本事業の申請においては、ポータルサイト「デジwith」内の「IT戦略ナビwith」の実施結果の提出で、

審査における加点対象となります。

● 「デジwith」について

中小企業のデジタル・ＩＴ化を進める際に役立つ情報やツールを提供するポータルサイトです。

同サイト内の「ＩＴ戦略ナビｗｉｔｈ」では、「自社の取り組みと同業他社との比較」や、ＩＴ活用によるビジネス成功

へのストーリーを描いた「ＩＴ戦略マップ」を、Web上で簡単に作成できます。

本事業では、「IT戦略ナビwith」実施時に、本事業の申請に用いる「ＧビズＩＤプライム」を入力し、結果が表示

された画面を交付申請時に添付することで、加点を受けることができます。

【デジwith及びIT戦略ナビwithの詳細】

https://digiwith.smrj.go.jp/

「GビズIDプライム」アカウント発行までの期間は約2週間です。早めの申請手続きを行ってください。
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1-3 交付申請前に行う手続き(2/2)

本事業へ申請するにあたり、事前に以下の手続きを行ってください。

１ 交付申請について

本事業の申請においては、交付申請締切時点で「省力化ナビ」の診断を実施していることで、

審査における加点対象となります。

「省力化ナビ」の診断の実施(実施による加点あり)4

● 「省力化ナビ」について

より多くの中小企業に省力化や業務効率化のノウハウを伝えるため、省力化の知見をイラスト形式で直感的に把握

できるサイトです。

本サイトでは、飲食業・宿泊業・運輸業・製造業等の業種別に、業務に関する悩み事を選択すると、その解決策が表示

され、具体的な事例や、今からできる取組ステップを確認し、省力化、業務効率化によって、会社を更に良くする道筋

を確認できます。会計や人事等の業種横断的な悩み事にも対応しています。

本事業では、「省力化ナビ」における診断を実施することで、加点を受けることができます。

【省力化ナビの詳細】

https://labour-saving.smrj.go.jp/
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【IT導入支援事業者】交付申請情報入力② 申請方法の詳細はP.62～

IT導入支援事業者担当情報・導入ITツール情報・補助金申請額

【IT導入支援事業者】申請マイページ招待 申請方法の詳細はP.35～

宛名 ・組織形態 ・申請区分選択

担当者通知アドレス ・IT導入支援事業者担当者情報

【申請者】申請マイページ開設・交付申請情報入力① 申請方法の詳細はP.39～

GビズID ・パスワード

法人番号 ・屋号、商号 ・事業者名 ・本店所在地 ・業種 ・業種コード

生年月日 ・事業所所在地

設立年月日 ・事業開始年月日 ・資本金 ・従業員数：正規雇用 ・契約社員 ・パート・アルバイト・派遣社員 ・その他従業員

店舗・事業所数 ・事業者URL ・事業内容 ・決算月 ・代表者役職

代表者氏名 ・代表者電話番号 ・担当者情報 ・役員情報 ・過去の類似の補助金での交付申請の有無

財務情報 ・経営状況について ・労働生産性計画数値（セキュリティ対策推進枠のみ）

申請類型選択 ・書類添付

【申請者】交付申請情報入力③ 申請方法の詳細はP.85～

申請要件確認 ・主たる事業所の所在地 ・主たる事業所における従業員の事業所内最低賃金

• 1人当たり給与支給総額の計画値（通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス対応類型、電子取引類型）

• 労働生産性計画数値（通常枠のみ)

• 賃金引上げ計画の表明について

宣誓

【申請者】SMS認証・提出 申請方法の詳細はP.97

担当者携帯電話番号

申請者入力項目 IT導入支援事業者入力項目

1-4 交付申請時の主な入力項目

交付申請を行うにあたって、以下の必要情報をお手元に準備してください。事務局へ提出され

た申請内容や書類に基づいて審査を行うため、正確に情報を入力し、内容に相違や不足等がな

いか提出前に十分確認を行ってください。

申請者の担当者携帯電話番号は、他の交付申請やＩＴ導入支援事業者に使用されている番
号は使用できません。

 申請要件を満たさない場合は、不採択となります。

 事務局から再提出を指示した場合を除き、一度提出した交付申請は結果の公表まで取下げ
できません。

 入力項目は、組織形態、申請区分によって異なります。詳細は申請時にご確認ください。

１ 交付申請について 通常枠
インボイス対応

類型
電子取引類型

セキュリティ
対策推進枠

13 目次に戻る
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後年手続きとは、補助金交付後において、導入したＩＴツールを一部でも解約・利用停止した場

合や、廃業・倒産・事業廃止・事業譲渡・吸収合併等により補助事業を取りやめた場合に必要な

手続きのことです。

詳細は、後年手続きマニュアル（外部のPDFが開きます）を参照してください。

1-5 後年手続きの注意点

後年手続きの注意点

▶ 補助金の全額、一部返還の発生

本事業において補助金交付後に、ITツールの解約・利用中止等により補助事業を取りやめ

た場合、又は処分制限財産を処分制限期間内に目的外使用、譲渡、交換、破棄等した場合、

中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程（以下「交付規程」という。）第2７

条、第2８条、第3１条に基づき、交付された補助金の全額又は一部返還が発生することが

あります。

▶ 加算金及び延滞金の納付

なお、交付規程第2７条に基づき返還が必要となった場合は、同第29条に基づき、補助金

受領日から返還金納付日までの日数に応じた加算金を納付する必要があります。

また、その納付が遅れた場合には、同第30条に基づき延滞金が発生します。

▶ ITツール利用期間未満での利用停止による交付決定の取消し

ITツールの導入日から1年未満、又は実績報告で申告した利用期間未満で解約等により利

用を中止した場合、交付決定の取消しとなる場合があります。

※複数導入したITツールの一部のみの中止でも、交付決定の取消しとなる場合があります。

※複数のITツールを導入し、それぞれの導入日が異なる場合は、実績報告時に報告した納

品日のうち「最も遅い日」を基準として判断します。

▶ 賃上げ目標の要件未達による全額返還

賃上げ目標が必須となる申請において、効果報告前及び賃上げ目標要件の達成状況判定

前に辞退した場合、賃上げ目標の要件未達成とみなされ、補助金の全額返還となります。

１ 交付申請について 通常枠
インボイス対応

類型
電子取引類型

セキュリティ
対策推進枠

14



交付申請に必要な書類

2

1. 交付申請に必要な書類の概要

2. 履歴事項全部証明書（法人）の注意点

3. 納税証明書（法人）の注意点

4. 身分証明書（個人事業主）の注意点

5. 納税証明書（個人事業主）の注意点

6. 確定申告書（個人事業主）の注意点

7. 賃金状況報告シートの注意点

8. 取引先一覧の注意点

9. 取引先アカウント一覧の注意点

10.取引先ごとの書類添付方法

15
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① 履歴事項全部証明書

• 交付申請日から遡って３か月以内に発行されているものに限ります。

② 法人税の納税証明書（その１又はその２）

• 直近分のものに限ります。 ※第1期の決算を迎えたうえで提出すること。

• 税務署にて発行されているものに限ります。

• 電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。
XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。

③ 損益計算書及び貸借対照表又はそれに類する書類

• 直近分のものに限ります。

2-1 交付申請に必要な書類の概要 (申請者(法人) /全枠共通)(1/3)

交付申請には以下の書類の提出が必要です。法人での申請、個人事業主での申請、それぞれ

必要な書類を準備のうえ、交付申請の手続きを行ってください。

法人が交付申請するにあたり必要な書類

• 個人情報保護の観点から、「交付申請するにあたり必要な書類」は、「法人が交付申請するにあ

たり必要な書類①」を除いて、厳格な管理と提出先の限定が求められるため、IT導入支援事業

者は閲覧ができません。

• 添付書類は、原則マイナンバー、保険者番号等の個人情報を黒塗りにして判別できないように

するか、個人情報が記載されていない書類を提出してください。個人情報が記載されている場

合、事務局にて添付書類を削除いたします。

交付申請に必要な書類 申請者２

16

通常枠
インボイス対応

類型
電子取引類型

セキュリティ
対策推進枠
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① 運転免許証又は運転経歴証明書又は住民票

• 住民票は交付申請日から遡って３か月以内に発行されているものに限ります。

• 運転免許証は交付申請日が有効期限内であるものに限ります。

• 運転免許証の裏面に変更履歴が記載されている場合は、裏面も提出してください。

② 所得税の納税証明書（その１又はその２）

• 直近分のものに限ります。

• 税務署にて発行されているものに限ります。

• 電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。
XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。

③ 確定申告書

• 令和7年分であることが必要です。
※ただし、やむを得ない事情がある場合に限り令和6年分の提出も可とする。

• 税務署にて受領されていることが確認できるものに限ります。

※個人事業主で、旧姓で事業を行っており、①②③の姓名が不一致となる場合、

姓名の変更が分かる書類を、①と併せて添付してください。

④ 所得税の青色申告決算書又は収支内訳書

• 直近分のものに限ります。

※青色申告を行った者：所得税の青色申告決算書

※白色申告を行った者：収支内訳書

2-1 交付申請に必要な書類の概要 (申請者(個人事業主)/全枠共通)(2/3)

交付申請には以下の書類の提出が必要です。法人での申請、個人事業主での申請、それぞれ

必要な書類を準備のうえ、交付申請の手続きを行ってください。

個人事業主が交付申請するにあたり必要な書類

• 個人情報保護の観点から、「交付申請するにあたり必要な書類」は、「法人が交付申請するにあ

たり必要な書類①」を除いて、厳格な管理と提出先の限定が求められるため、IT導入支援事業

者は閲覧ができません。

• 添付書類は、原則マイナンバー、保険者番号等の個人情報を黒塗りにして判別できないように

するか、個人情報が記載されていない書類を提出してください。個人情報が記載されている場

合、事務局にて添付書類を削除いたします。

交付申請に必要な書類 申請者２
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① 賃金状況報告シート（補助率引上げ・加点措置①用）（通常枠のみ）

• 補助率2/3以内の適用を希望する場合 ※詳細は本章２－７（P.26）を参照してください。

② 賃金状況報告シート（加点措置①用）（セキュリティ対策推進枠、インボイス対応類型、電子取引類型）

• 令和7年度最低賃金改定に伴う加点を希望する場合 ※詳細は本章２－７（P.27）を参照してください。

③ 賃金状況報告シート（加点措置②用）（全枠共通）

• 令和7年度最低賃金改定に伴う加点を希望する場合 ※詳細は本章２－７（P.28）を参照してください。

④ 取引先一覧（セキュリティ対策推進枠のみ）

• サプライチェーンの寄与度での加点審査を希望する場合

交付申請にあたって、以下の書類の提出は任意です。

補助率2/3以内の適用や加点を希望する等の場合は提出が必要になります。

任意提出書類

• 個人情報保護の観点から、「交付申請するにあたり必要な書類」は、「法人が交付申請する

にあたり必要な書類①」を除いて、厳格な管理と提出先の限定が求められるため、IT導入

支援事業者は閲覧ができません。

• 添付書類は、原則マイナンバー、保険者番号等の個人情報を黒塗りにして判別できないよ

うにするか、個人情報が記載されていない書類を提出してください。個人情報が記載され

ている場合、事務局にて添付書類を削除いたします。

2-1 交付申請に必要な書類の概要 (申請者/全枠共通) (3/3)

交付申請に必要な書類 申請者２
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2-2 履歴事項全部証明書の注意点 (申請者(法人)/全枠共通) 

申請時点での最新の情報が記載された履歴事項全部証明書を提出してください。

提出にあたっては以下❶～❾の要件を全て満たしていることをご確認ください。

申請者が法人の場合の必要書類です。

❼

赤枠の項目は申請時の入力項目です。
申請時には、履歴事項全部証明書の内
容を正確に入力してください。

❷ 法人番号

※履歴事項全部証明書に記載の法人等番号は
12桁です。13桁の法人番号が不明な場合は、
国税庁法人番号公表サイトにて確認してください。

❸ 商号（法人名）

❹ 本店住所

❺ 設立年月日

❻ 資本金

❼ 役員情報

❶

❶ 履歴事項全部証明書であること

※登記情報提供サービスや現在事項証明書は認
められません。

❷

❸

❹

❺

➏

❼

❽

❾

❽ 全ページ揃っていること

❾ 交付申請日から遡って、３か月以内に
発行されたものであること

交付申請に必要な書類 申請者２
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※画面はイメージです

令和8年3月1日



目次に戻る

2-3 納税証明書の注意点 (申請者(法人)/全枠共通) 

• 電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。

提出にあたっては以下❶～❹の要件を全て満たしていることをご確認ください。

❶ 納税証明書（その１納税額等証明用）
又は（その２所得金額用）であること
※（その３）（その４）や領収書等は認められません。

❶

❷

❸

❹

❷ 税目が法人税であること
      ※消費税等は認められません。

❸ 申請時点で取得できる直近分であること

❹ 税務署が発行していること

交付申請に必要な書類 申請者２
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2-4 身分証明書の注意点 (申請者(個人事業主)/全枠共通) 

● 運転免許証（交付申請日が有効期限内であること）

  ※運転免許証の裏面に変更履歴が記載されている場合は、裏面も提出してください。

● 運転経歴証明書                      

● 住民票（交付申請日から遡って、３か月以内に発行されているもの）

• 住民票は、原則としてマイナンバーが記載されていないものを提出してください。マイナンバーが記

載されている場合は、黒塗りするなど判別できないようにしてください。

• 運転免許証をスキャンすると文字が不鮮明になることがあります。

必ず、全ての項目の文字が読めることを確認してください。※有効期限も必要項目です。

• 外国籍の方で、本人確認書類が外国人名、納税証明書又は確定申告書が通称名で書かれているな

どの場合は、通称名が申請者本人であることが分かるよう、両方の名前が書かれた書類を本人確認

書類と併せて提出してください。

• 納税証明書又は確定申告書が旧姓である場合も、旧姓と現在の氏名が書かれた書類を本人確認書

類と併せて提出してください。

申請者が個人事業主の場合の必要書類です。

本人確認書類は以下のいずれか1点を添付してください。

交付申請に必要な書類 申請者２

提出にあたっては以下の注意点をご確認ください。
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2-5 納税証明書の注意点 (申請者(個人事業主)/全枠共通) 

申請者が個人事業主の場合の必要書類です。

提出にあたっては以下❶～❹の要件を全て満たしていることをご確認ください。

❶ 納税証明書（その１納税額等証明用）
又は（その２所得金額用）であること
※（その３）（その４）や領収書等は認められません。

❶

❷

❸

❹

• 電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマットのみ有効です。

XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。

❷ 税目が所得税であること
      ※消費税等は認められません。

❸ 申請時点で取得できる直近分であること

❹ 税務署が発行していること

交付申請に必要な書類 申請者２
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2-6 確定申告書の注意点 (申請者(個人事業主)/全枠共通) (1/2) 

❸ 税務署が受領していることが分かること

A「確定申告書 第一表の控え」に受付日時と受付番号が印字されていること

B「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知（メール詳細）」が添付できること

※税理士（税理士法人を含む。）の印のみが押印された書類は適切な添付書類として取り扱いません。

※上記に該当しない項目がある場合や受領の確認ができない場合、有効な書類と認められません。

【A・Bの方法で受領を確認することができない場合】

提出する確定申告書類と同一年度の「納税証明書（その２所得金額用）」を併せて提出することで代替可

能とします。

その場合、納税証明書を添付する際は、納税証明書（その２所得金額用）を添付してください。

７８ 確定❶
❷

以下のA・Bのいずれか1つにより税務署が受領したことが確認できる必要があります。

次ページと併せてご確認ください。

次ページに補足を記載しています

❶ 令和7年分の確定申告書（の控え）で

あること
    ※ただし、やむを得ない事情がある場合に限り

令和6年分の提出も可とする。

❷ マイナンバーは黒塗りにするなど

判別できないようになっていること

交付申請に必要な書類 申請者２

申請者が個人事業主の場合の必要書類です。

提出にあたっては以下❶～❸の要件を全て満たしていることをご確認ください。
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2-6 確定申告書の注意点 (申請者(個人事業主)/全枠共通) (2/2) 

A・Bのいずれかにより税務署が受領したことが確認できる必要があります。

B「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知（メール詳細）」が添付できること

A「確定申告書 第一表の控え」に受付日時と受付番号が印字されており、電子申告したことが確認できること

８ ７

2６

2６

７

❸ 税務署が受領していることが分かること（補足）

交付申請に必要な書類 申請者２
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2-7 賃金状況報告シートの注意点 補助率引上げ・加点措置①用 (申請者/通常枠) 

交付申請に必要な書類 申請者２

賃金状況報告シート（補助率引上げ・加点措置①用）の提出は任意です。

通常枠で以下の要件に該当する事業者のうち、

補助率2/3以内の適用を希望する場合は、本資料の添付が必須です。

令和６年１０月から令和７年９月までの間で、

「当該期間における地域別最低賃金以上～令和７年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している

従業員が全従業員の３０％以上である月が３か月以上ある場合

上記条件を満たして補助率2/3以内の適用を希望する事業者は、審査における加点対象にもなります。

※具体的な要件の詳細は、公募要領をご確認ください。

以下の手順で提出してください。

① Excelフォーマットをダウンロードする。

② Excelシート内の作業要領を参考に青色セルに情報を入力する。

③ Excelファイルのまま、交付申請時に添付。

事務局での審査内容に応じて、追加の証憑（賃金台帳等）を求める場合があります。
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2-7 賃金状況報告シートの注意点 加点措置②用 (申請者/全枠共通) 

交付申請に必要な書類 申請者２

賃金状況報告シート（加点措置②用）の提出は任意です。

交付申請の直近月における事業場内最低賃金を令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上

の水準にした

※「事業場」とは、同一の事業主の支配下にあって、一定の場所において、継続的に組織的な労働が行われている場所を指します。

※具体的な要件の詳細は、公募要領をご確認ください。

以下の要件に該当する事業者が加点を希望する場合は、

本資料の添付が必須です。

以下の手順で提出してください。

① Excelフォーマットをダウンロードする。

② Excelシート内の作業要領を参考に青色セルに情報を入力する。

③ Excelファイルのまま、交付申請時に添付。

事務局での審査内容に応じて、追加の証憑（賃金台帳等）を求める場合があります。
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交付申請システムの
入力方法

３

1. 交付申請システム入力の全体像

2. 申請マイページへの招待

3. 申請マイページ開設•交付申請情報の入力 ①

4. 交付申請情報の入力 ②

5. 交付申請情報の入力 ③

6. SMS認証•提出

7. 交付申請を破棄する場合
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3 交付申請システムの入力方法

3-1 交付申請システム入力の全体像

申請マイページ開設
交付申請情報の入力①

34
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交付申請は、IT導入支援事業者と申請者が、役割に応じて同一の申請データを段階的に入力・

確認し、最終的に申請者が提出する流れで進みます。

IT導入
支援事業者

❶ 申請マイページへの招待

IT導入支援事業者が申請者を申請マイページに招待します。

招待が完了すると申請者に招待通知が送付されます。

申請者

❷ 申請マイページ開設・交付申請情報の入力①

申請者は、申請マイページ招待通知に記載のURLから申請マイ
ページ開設を行います。基本情報・財務情報・経営情報の入力、
労働生産性の計画数値の入力（セキュリティ対策推進枠のみ） 、
必要書類の添付、申請類型の選択をします。

IT導入
支援事業者

❸ 交付申請情報の入力②

IT導入支援事業者は、申請者が入力した情報の確認、IT導入支
援事業者担当者情報・導入するITツール情報の入力をします。

申請者

❹ 交付申請情報の入力③ 宣誓

IT導入支援事業者の入力完了後、申請者は申請マイページにロ
グインし、申請要件の確認、賃金情報の入力、労働生産性の計画
数値の入力（通常枠のみ）、申請内容の確認をします。

❺ SMS認証・提出

申請者は、SMS認証による本人確認を行い、交付申請を事務局
へ提出します。

申請者

申請枠ごとに手順が異なるため、以下のリンクが下部に表示されているページは、

申請枠に応じたリンクを選択して次の手順に進んでください。

通常枠 セキュリティ対策推進枠
インボイス枠

（インボイス対応類型）
インボイス枠

（電子取引類型）
▶P.35

P.35

▶P.35

P.35

▶P.35

P.35

▶P.35

P.35

P.35～

P.39～

P.62～

P.85～

P.97
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交付申請システムの入力方法
IT導入支援

事業者

申請者の組織形態を、申請者

に確認のうえ適切に選択して

ください（P.36参照）。

誤っている場合、申請破棄の

うえ、最初から招待をやり直

していただく必要があります。

申請を行う申請区分を選択して

ください。

複数申請を行う場合、それぞれ

申請マイページへの招待が必要

です。

入力が完了したら「内容確認」

ボタンを押下して、次の画面に

進んでください。

招待後の変更はできません。変更するには、新たに招待を行ってください。

IT導入支援事業者はIT事業者ポータル又は構成員ポータルより

申請者へ「申請マイページ招待」を行ってください。

3-2 申請マイページへの招待 (IT導入支援事業者/全枠共通) (1/4) 

3

申請マイページへの招待 交付申請情報の入力② SMS認証・提出
申請マイページ開設

交付申請情報の入力① 交付申請情報の入力③
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